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（提案理由）  

社会福祉法人に対するすべての助成を本条例に適用するため、必

要な事項を定めるものである。  



社会福祉法人の助成に関する条例の一部を改正する条例 

社会福祉法人の助成に関する条例（昭和 40年３月条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

第６条を第７条とし、同条の前に次の１条を加える。 

（適用） 

第６条 この条例の規定は、社会福祉法人に対するすべての助成について適用

する。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人の助成に関する条例

の規定は、平成28年４月１日から適用する。 


